
第２２期第１８回福岡県豊前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和６年１０月２３日（水） １４：００～ 

 

２ 場 所   豊前海水産会館 

（京都郡苅田町磯浜町 1-2-6 TEL ０９３－４３４－１７０４） 

 

３ 議 題 

（１）豊前海区における新規許可に係る制限措置等について（諮問） 

                                資料１ 

 
（２）第２２期第４回周防灘三県連合海区漁業調整員会について（報告） 
                                資料２ 
 
（３）その他 
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　　資　料　１
（22-1８ 豊前漁調委）
（令和６年１０月２３日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則第１１条第１項に基づく公示（福岡豊前）

１　許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置（県内分）

漁業種類
漁具の種類そ
の他の漁業の

方法
操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数

船舶の
総トン数

許可す
る隻数

漁業を営む者の資格

２　許可又は起業の認可を申請すべき期間

　　令和６年１１月１日から令和６年１１月３０日まで

- 1
北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者

固定式さし網
漁業

一重建網漁業
福岡県豊前
海区海面

1月1日から12
月31日まで

-

- 1
北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者

固定式さし網
漁業

三重建網漁業
福岡県豊前
海区海面

1月1日から12
月31日まで

-

小型機船底び
き網漁業

手繰第二種え
びこぎ網漁業

福岡県管轄
海域及び共

通海域

10月3日から翌
年9月20日まで

48kW（調整15馬力）
以下

5トン未満 1
北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者

- 1
北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者

5トン未満 1

北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者
手繰第二種えびこぎ網漁業の許可を受有し
ている者

刺し網漁業
まながつお流
し刺し網漁業

福岡県豊前
海区海面

5月1日から12
月31日まで

-

小型機船底び
き網漁業

手繰第三種け
た網漁業

福岡県管轄
海域及び共

通海域

11月8日から翌
年4月20日まで

48kW（調整15馬力）
以下

- 1
北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田
町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉
富町に住所を有する者

刺し網漁業
なるとびえい
流し刺し網漁
業

福岡県豊前
海区海面

4月20日から11
月30日まで

-
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第２２期第４回周防灘三県連合海区漁業調整委員会 

 

日 時 ：令和６年７月 31 日(水) １４時００分から 

場 所 ：山口県庁１０階 漁業調整委員会室 

（山口県山口市滝町１番１号） 

豊前海水産会館 ３階大会議室 

（福岡県京都郡苅田町磯浜町１丁目２番６号） 

大分県庁舎本館２２会議室 

（大分県大分市大手町３丁目１番１号） 

 ※各県毎の会場からウェブ上で委員会に出席 

 

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

第１号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業の操業始期 

について 

 

第２号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業とふぐ延な 

わ漁業の操業調整に関する委員会指示について 

 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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　　資　料　２
（22-1８ 豊前漁調委）
（令和６年１０月２３日）
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